
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
登
録
の
義
務
付
け

そ
の
事
業
活
動
に
伴
い
多
量
の
産
業
廃
棄
物
（
そ
の
運
搬
又
は
処
分
の
状
況
を
速
や
か
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と

し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
生
ず
る
事
業
場
を
設
置
し
て
い
る
事
業
者
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
の
場
合
そ
の
他
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
登
録
す
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
等
を
除
き
、
そ
の
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
を
他
人
に
委
託
す
る
場
合
に

は
、
運
搬
受
託
者
及
び
処
分
受
託
者
か
ら
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
を
経
由
し
て
当
該
産
業
廃

棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
が
終
了
し
た
旨
を
報
告
す
る
こ
と
を
求
め
、
か
つ
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
委

託
に
係
る
産
業
廃
棄
物
を
引
き
渡
し
た
後
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
当
該
委
託

に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量
、
運
搬
又
は
処
分
を
受
託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
事

項
を
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
の
五
第
一
項
関
係
）

第
二

二
以
上
の
事
業
者
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
例



一

二
以
上
の
事
業
者
が
そ
れ
ら
の
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
一
体
と
し
て
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は

、
当
該
二
以
上
の
事
業
者
は
、
共
同
し
て
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
お
う
と
す
る
区
域
（
運
搬
を
行
う
区
域
に
つ
い
て
は
、

産
業
廃
棄
物
の
積
卸
し
を
行
う
区
域
に
限
る
。
）
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
の
七
第
一
項
関
係
）

イ

当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
い
ず
れ
か
一
の
事
業
者
が
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
全
て
の
事
業
者
の
発
行
済

株
式
の
総
数
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
二
以
上
の
事
業
者
が
一
体
的
な
経
営
を
行
う
も
の
と
し
て
環
境
省

令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
、
そ
れ
ら
の
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
実
施
す
る
者
が
、
産
業
廃
棄

物
の
適
正
な
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
者
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
。

二

認
定
を
受
け
た
者
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
事
業
者
の
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
ず
る
産
業
廃
棄
物
に
係
る
規
定
等
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
者
の
う
ち
他
の
事
業
者
も
ま
た
そ
の
事
業
に
伴
い
当
該
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業



者
と
み
な
す
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
の
七
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
関
係
）

第
三

事
業
の
廃
止
等
に
伴
う
通
知
等
の
義
務
付
け

一

産
業
廃
棄
物
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た
者

で
あ
っ
て
当
該
事
業
に
係
る
産
業
廃
棄
物
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
終
了
し
て
い
な
い
も

の
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た
旨
を
当
該
収
集
、
運
搬

又
は
処
分
を
終
了
し
て
い
な
い
産
業
廃
棄
物
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
委
託
し
た
者
に
書

面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
第
十
四
条
の
五
第
四
項
関
係
）

二

産
業
廃
棄
物
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
の
業
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
で
あ
っ

て
当
該
許
可
に
係
る
産
業
廃
棄
物
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
終
了
し
て
い
な
い
も
の
は
、

環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
旨
を
当
該
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
終
了
し

て
い
な
い
産
業
廃
棄
物
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
委
託
し
た
者
に
書
面
に
よ
り
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
及
び
第
十
四
条
の
六
関
係
）



第
四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
対
す
る
停
止
命
令
等
の
明
確
化

第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出
を
行
い
、
特
例
と
し
て
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
と
し
て
設
置
さ
れ
た
産

業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て
、
施
設
の
維
持
管
理
基
準
等
の
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
と

し
て
の
停
止
命
令
等
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
と
し
て
も
停
止
命
令
等
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
確

化
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
の
二
の
七
関
係
）

第
五

有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
等

一

使
用
を
終
了
し
、
収
集
さ
れ
た
機
器
（
廃
棄
物
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
一
部
が
原
材
料
と
し
て
相
当
程
度
の
価
値

を
有
し
、
か
つ
、
適
正
で
な
い
保
管
又
は
処
分
が
行
わ
れ
た
場
合
に
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
じ
る
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
有
害
使
用
済
機
器
」
と
い
う
。
）
の
保
管
又
は
処
分
を
業
と
す

る
者
（
適
正
な
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
「

有
害
使
用
済
機
器
保
管
等
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当

該
業
を
行
お
う
と
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
二
第
一
項
関
係
）



二

有
害
使
用
済
機
器
保
管
等
業
者
は
、
政
令
で
定
め
る
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
及
び
処
分
に
関
す
る
基
準
に
従
い
、
有

害
使
用
済
機
器
の
保
管
又
は
処
分
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
二
第
二
項
関
係
）

三

第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
九
条
の
三
（
第
一
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）

並
び
に
第
十
九
条
の
五
第
一
項
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
有
害
使
用
済
機
器
の

保
管
又
は
処
分
を
業
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
二
第
三
項
関
係
）

四

環
境
大
臣
は
、
適
正
な
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
定
め
る
環
境
省
令
を
定
め
、
又
は
こ
れ

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
有
害
使
用
済
機
器
に
な
る
前
の
機
器
を
所
管
す
る
大
臣
に
協
議
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
有
害
使
用
済
機
器
に
な
る
前
の
機
器
を
所
管
す
る
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
環
境
大
臣
に
対
し
、
当
該
環
境
省
令
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
関
係
）

第
六

事
業
の
廃
止
等
に
伴
う
措
置

一

第
十
九
条
の
四
の
規
定
は
、
事
業
の
廃
止
を
し
た
者
等
に
よ
り
、
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
に

あ
っ
て
は
、
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
）
に
適
合
し
な
い
一
般
廃
棄
物
（
廃
止
を
し
た
事
業
等
に
係
る
も
の
に
限



る
。
）
の
保
管
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
十
第
一
項
関
係
）

二

第
十
九
条
の
五
の
規
定
は
、
事
業
の
廃
止
を
し
た
者
等
に
よ
り
、
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に

あ
っ
て
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
）
に
適
合
し
な
い
産
業
廃
棄
物
（
廃
止
を
し
た
事
業
等
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
保
管
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
十
第
二
項
関
係
）

第
七

罰
則

産
業
廃
棄
物
管
理
票
及
び
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
産
業
廃
棄
物
に
関
す
る
情
報
の
登
録
に
係
る
罰
則
を
一
年
以

下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
の
二
関
係
）

第
八

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
、
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
関
係
）

三

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
関
係
）


